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認担当者の出勤方法、また自宅等での作業環境の確保の措置が必要です。 
 
3.3 中小企業向きの安否確認の具体的方法例 

(1) 災害用伝言ダイヤルの活用 

小企業の場合には、災害用伝言ダイヤル（１７１）、ＷＥＢ１７１、携帯用災害用伝言板サ

ービスに社員が自らの安否を必ず録音して、それを会社の担当者が活用する方法も有効でし

ょう5。なお、出勤中の社員が家族の安否を確認する方法として、家族に使用を推奨すること

は有効な方法です。 

(2) 携帯メールを一斉に発信、返信で安否を回答する方法 

携帯メールによる安否確認を採用する企業が増えています。携帯メールは、携帯の通話よ

りも災害時につながる可能性が高いからです。 

社員の数がさほど多くない場合、あらかじめ連絡先を登録したコンピュータからメールを

発信し、返信で安否確認の回答をする方式が有効でしょう。その機能を果たすコンピュータ

が大規模災害時でも確実に確保できるよう、代替連絡拠点での代替機の確保が不可欠です。 

なお、一斉配信は、迷惑メール防止のため数十件が限度で制限されていることも多いので、

テストをし、必要なら発信者を分担するなどの工夫も求められます。 

(3) 専用システムの導入 

社員が多い企業には(2)の方法では不十分かもしれません。その場合には、専用のシステム

として、専用の企業のサイトなどインターネットを通じて安否情報の回答を記入する方式な

どもあります。導入または開発は、専門の企業に費用を含め相談することになります 

 

4 留意事項 

4.1 安否確認ができない社員への対応 

 一定期間、連絡がつかない場合には、近隣に住む社員を確認に向かわせるなどの方法が必要

です。ただし、二次災害に巻き込まれないように十分注意します。 

 自宅に居ない場合には、避難所などを探します。社員が周辺の住民の救助や世話に没頭して

いて連絡を忘れる場合などもあります。 

 

4.2 個人情報保護との関係 

 安否確認のリストや緊急連絡網は、個人情報保護の観点も留意する必要があります。小規模

な企業では、以上のようなリストや連絡網を一つ作成してもよいと思われますが、人数が増え

てくると個人情報としての取り扱いの問題が生じます。その場合、適宜分割するなどの必要が

出ると考えられます。 

 

4.3 訓練 

平時から安否確認の手順を定め、定期的に訓練することが緊急時に役立ちます。 
 

4.4 社員の家族の安否確認 

平時から社員に対して、家族の安否確認を行う方法を決めておくよう働きかけましょう。

携帯メールでの確認のほか、上述の災害用伝言ダイヤルの使用も有効でしょう。 

 

                                                 
5 インターネットでは、「災害用ブロードバンド伝言板(ＷＥＢ171)https:www.web171.jp/top/php 

 携帯電話では、NTTドコモｉモード、au、SoftBankの「災害用伝言板サービス」がある。 
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［ステップ５様式］ 緊急時の安否確認と社内緊急連絡網 

 

文書 5-1(必須)：安否確認方法一覧表（様式例） 

安否確認の責任者 責任者：           代理者：          担当者： 
安否確認の担当体制 担当者：(注：複数名記述) 
安否確認の実施場所 本社（○○部）        代替実施場所 

注：必要な場合には、夜間･休日の場合の方法を記載 
安否確認の方法・手順  
安否確認の発動条件 例：震度○以上の地震 
連絡が取れない場合の対応 例：近隣居住の社員に実地に確認してもらう 
死傷者が出た場合の社内情報共有方策 注：社長、幹部、関連部局への連絡ルールなどを記述 
・・・  

 

文書 5-2(重要) 安否確認の訓練計画及び結果評価（形式は任意） 

説明：①安否確認は、定期的に訓練を行うことが必要です。 

②安否の把握率などを分析することにより、実施方法の是正に役立てることができます。 
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＜ステップ６＞ 避難、二次災害防止、備蓄など既存の対策の改善 

 

1 必要性 

 ＢＣＰには、既に防災計画や防災活動があれば大いに役立ちます。ここでは、貴社の既存の

防災計画や防災活動（これまでのステップで触れたもの以外）にＢＣＰでも不可欠な要素が盛

り込まれているかを検討し、既存の取組みを整理し、必要な改善を計画し、実施に着手します。 

 

2 防災計画でもＢＣＰでも共通に重要な項目 

2.1 生命の安全を確保する 

 顧客・来客の安全確保を最優先し、従業員の安全確保も同様に重視します。避難･誘導、点呼

の方法などの実施方法と実施体制をチェックします。事業所内に危険物がある場合、避難時に

備えて、その場所を周知することなども有効です。 

 閉じ込められた人や下敷きになった人を救出するためのバールなどの機材も、ある程度備え

が必要です。広域災害時には消防などの公的機関は早期に駆けつけることが困難な場合もあり、

救出は自助努力で実施せざるを得ないことを覚悟します。 
必要な従業員が無事でなければ事業継続ができません。また、事業所内でけが人や行方不明

者が出れば、初動はその救援が優先し、事業継続の対処は必然的に後回しになります。 

 

2.2 二次災害の防止 

 企業の社会的責任として、地域社会の安全を確保し、迷惑をかけないため、災害･事故の際に、

火災発生の防止、延焼防止、薬液などの噴出・漏洩防止などの安全対策を是非とも実施する必

要があります。さらに、建物や構築物が敷地外に倒壊する危険がないかの早急な確認も必要で

す。 
被災時には、まず、初期消火などの対応とともに、周辺地域に及ぶ危険がないか早急にチェ

ックし、危険が周辺に及ぶ可能性のある場合には、周辺住民への危険周知や避難の要請、行政

当局への連絡などを行うことを対応計画に盛り込みます。そのための要員をあらかじめ確保し

体制を組めるよう、訓練も実施していく必要があります。 
 
2.3 応急対応メンバー等のための備蓄する 

貴社の事業継続・復旧に当たる応急対応メンバーは、被災後、事業所内で対応を続ける必要

があると考えられます。そのメンバーの業務・生活のための備蓄を確保します。水、食料、ト

イレ、毛布など、電気や水道、ガスなどが途絶することを想定しておきます。トイレは下水道

が使えなくなると使用できず、流す水も必要です。簡易トイレの備蓄は忘れがちなので注意し

ます。なお、水や食料が賞味期限切れにならないよう、定期的な点検も計画に盛り込みます。 
 また、東海地震、東南海･南海地震、首都直下地震などの広域的な大災害が懸念される場合に

は、救援物資が早急に届かない懸念があります。このような場合、備蓄は、社員･来訪者用に 3
日間分を用意することが推奨されています。 
なお、備蓄一般の話となりますが、企業としての備蓄のほかに、個々の社員の備えも必要で

す。例えば、徒歩で長距離を帰宅する場合、ハイヒールはもちろん革靴でも数時間歩く程度で

限界との指摘があります。スニーカーなどを社員自ら備えておくことが必要です。 
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2.4 地域との協調・共生と地域貢献  

広域災害は、貴社のみならず地域の住民や企業にも同時に被害を与えます。したがって、貴

社の事業継続には、地域の住民や企業、自治体との協調や共生の観点が不可欠です。また、企

業には、可能な範囲で地域への貢献をすることも求められています。 

まず、地域の救助活動や救援活動の支障になるような活動は、いかに貴社の事業継続に重要

であっても控えるべきです。また、地域貢献として、小さなことでもよいので貴社の特色を活

かして地域の救援や復旧への貢献を検討しましょう。それができれば、貴社の地域での評価に

もつながるでしょう。 

例えば、都市部は、多数の来客者がある場合の帰宅困難対策、事業所周辺の通行者の救護の可

能性についても事前に検討しておくことが望ましいでしょう。 

 

2.5 近隣企業との連携 

 大規模災害時には、公的な救助・救援が速やかに受けられるとは限りません。そのため、災害

発生直後に近隣の企業などと「共助」ができるよう準備しておくことが望まれます。平時から、

同一建物内あるいは近隣の企業などと話し合っておけば、災害発生時にスムーズに協力できるで

しょう。 

 
3 留意事項 

 自社の事業継続だけを狭い意味で追及すると、人命軽視、周辺の安全を省みない、地域を無

視している、といった批判が生じかねません。したがって、通常、事業継続の取組には、生命

の安全確保、二次災害の防止を含めて考え、また、広域災害時においては、周辺地域との連携

をも含めて考えることがわが国では必要です。 

 

 

二次災害の防止

地域貢献・ 
地域との共生

事業の継続

生命の安全確保

 
 事業継続と共に求められるもの（出典：内閣府ＧＬ）
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［ステップ６様式］ 避難、二次災害防止、備蓄など既存の対策の改善 
 

1) 生命の安全確保に関する対策 

文書 6-1(必須) 顧客、来客、社員（協力会社、派遣会社社員などを含む）の避難･誘導方法（様式例） 

事業所名、建物名等  

避難誘導責任者 

同 上（代理者） 

 

顧客、来客の誘導方法 （注：誘導担当者を明記。また、地震の際すぐに屋外避難すべきか上記留意事項を熟慮すること） 

社員（協力企業、派遣社員を含む）

の避難方法 

（注：同上） 

避難経路 別図参照 

避難先（集合場所）  

近隣の避難所  

説明：①避難後の集合場所において点呼を行うことで安否確認ができます。 
②地震では、火災や倒壊の危険が無い場合には、耐震性のある建物内に残っていた方が安全な場合が多いので留意してください。 

 
文書 6-2(重要) 避難･誘導の定期的な訓練計画(形式は任意) 

説明：①毎年、計画を策定して文書化しておきます。なお、毎年実施する時期を決めておくのも一案です。 
②時期、訓練の場所、訓練参加者等の概要を記載します。 

 
文書 6-3(重要)  閉じ込め、下敷き等の救出用機材の配置状況一覧表（様式例） 

品  名 個  数 保 管 場 所 管理責任者 

    

    

    

    

説明：①例として、バール、のこぎり、スコップ、ハンマー、照明器具、番線カッター、ジャッキ、簡易ウインチ、ロープ、はしご、防

塵マスク等があげられます。 
   ②備えていても管理責任者や保管場所が分からないといざというときに役立ちませんので、リストの整理・共有が必要です。 
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2) 二次災害の防止 

文書 6-4（必須） 二次災害防止の実施計画 (形式は任意) 

説明：①火災・延焼防止、薬液などの噴出・漏洩防止、建物･構築物の敷地外への倒壊などの二次災害の防止のための計画 
②消防計画その他の既存の計画（ISO14000 等の計画が有効な場合もあります）を確認し、想定する災害・事故においても有効であ

るか確認し、不足があれば作成します。 
   ③例えば、次の観点から十分であるかを確認してください。 

・担当部局がリスト化されているか  
・災害・事故の直後、危険がないかの確認手順および要員の指定 
・危険が周辺に及ぶ可能性のある場合、周辺住民への危険周知や避難の要請、行政当局への連絡の手順及び要員の指定 
・各要員の訓練計画 

 
3) 応急対応メンバー等のための備蓄 

文書 6-5(必須)  応急対応メンバーのための備蓄（様式例） 

品  名 個  数 保存期限 保 管 場 所 管理責任者 

     

     

     

説明：備蓄量について、応急対応メンバー用を超えて社員全体用をめざす場合には「推奨」となります。 
 

4) 地域との協調・共生と地域貢献 

文書 6-6(推奨）地域との協調･共生と地域貢献についての文書(形式は任意) 

 説明：①地域との協調・共生や地域貢献について、可能な範囲で取り組みを定める。 

②地域貢献の例を以下に示します。詳しくは＜第 2部＞ステップ１８を参照してください。 

ⅰ 避難者へ自社の敷地や建物の一部を開放 

ⅱ 保有する水、食料その他の物資を提供 

ⅲ 近所の高齢者等の避難･誘導への協力 

ⅳ 近所の初期消火や救出･救護活動への協力 

ⅴ 必要とされる技術者の派遣 

ⅵ 社員の近所の住宅の後片付け･救援物資の仕分けなどのボランティア活動参加 

ⅶ 自社製品や義援金を提供 
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＜ステップ７＞ 重要な情報のバックアップ（データ、重要文書・図面など） 

 

1 必要性 

貴社の重要な業務の継続に不可欠の情報、文書は、写しやバックアップをとり、同じ災害・

事故で同時に被災しない場所に保存することが必要です。 

例えば、パソコンやサーバーが破損し、中のデータが取り出せなくて困ることは、中小企業

でもありそうな事態です。また、設備図面などは、通常は使わなくても復旧の際には不可欠で

すから、災害･事故後の状況を想定して何のバックアップが重要か判断します。 

 
2 方法 

重要な情報のバックアップが望ましいことは、誰もが理解できることですが、問題はその実

施のコストや手間です。大量のデータや文書を頻繁に、かつ確実にバックアップするには相当

のコストと手間がかかります。そこで大切なことは、貴社自身で実施可能な範囲とやり方を決

め、それだけは社内に習慣づけ、平時の業務の一環として確実に実施していくことです。 
 

2.1 コンピュータ内のデータ 

今日、中小企業でもほとんどが、パソコン等の何らかのＩＴ製品やサービスを使用している

でしょう。地震対策としてパソコンを固定している企業もありますが、持ち運びできる便利さ

からパソコンを使っている企業も多いでしょう。地震によりパソコンが机上から落下して、デ

ータが取り出せなくなる事態は、なかなか避けられないと考えられます。 
パソコンがサーバーなど情報蓄積できる機材とつながっていれば、そこにデータのバックア

ップを置くのが一つの対策です。しかし、社屋に入れなくなる災害･事故が発生すると、対策と

して不十分となります。そこで、不可欠な情報は、別の事業所や社長や社員の自宅でもよいの

で、バックアップを保存します。最近は、持ち運びのできる大容量メモリが安く手に入ります

ので、それを活用することも簡単な方策の一つです。 
なお、個人情報などは、データの持ち歩きの際の置忘れや盗難による流出が懸念されますの

で、取扱いの規則の明確化や、パスワードや暗号化の対処が必要でしょう。 
相当大量あるいは頻繁に行う必要がある場合には、専門会社と相談し、機器の拡充、遠隔地

での電子データ保管サービスなどの活用を検討するのも有効でしょう。 
 
2.2 重要な文書類の写しを保管する 

重要な文書（例えば、図面、契約など）の本体又は写しを同時に被災しない場所に保管する

ことは、重要なことですが、実施している企業は少ないようです。原因の一つは、対象文書が

多く手間がかかることだと思われます。したがって、災害、事故等の被害が生じた際の事業継

続に根本的に不可欠なものを厳選し、継続できる範囲で実施することがポイントと思われます。 
なお、文書についても、専門会社による遠隔地での保管サービスがあります。 
 

3 留意事項 

被災時において不可欠となるデータ・文書とは何かを考え、それらが現在どこに置いてある

のかを把握する段階から、事業継続の力は伸びます。 
人手によるバックアップなどを含め、平時の地味な取組みについて、着実に実施している社

員や部局を人事・待遇面の評価でも考慮することを企業のトップが明確にすると有効でしょう。
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［ステップ７様式］ 重要な情報のバックアップ（データ、重要文書・図面など） 
 
文書 7-1(必須) バックアップをするデータ・文書整理表（様式例） 

現在のバックアップ状況 実施すべきバックアップ対応 情 報 ･

文書名 

保管場

所 

担 当

部署 

担当者 記 録

媒体 方法 頻度 保管場所と

移動方法 

・・ 方法 頻度 保管場所と

移動方法 

担 当

者 

実施確

認者 

立 上 げ

方法 

・・ 

Ａ情報                

Ｂ情報                

Ｃ文書                

 

文書 7-2(小、中：推奨、百：重要) 重要なデータ･文書のバックアップの実施計画(形式は任意) 

説明：①重要な図面、契約等の文書の写しの作成と安全な場所での保管、その確実な継続に関する対策あるいは計画を内容とします。 

②貴社自身でバックアップや写しの保管の実施可能な範囲と方法を決め、社内に習慣づけ、平時の業務の一環として確実に実施して

いく運用面を含めた計画を作成します。 
 

文書 7-3(小、中：推奨、百：重要) 電子データのバックアップに関する手順書及び訓練計画（形式は任意） 

説明：次の点の双方について手順を定めた文書を作成します。これらは訓練も必要です。 

①バックアップデータを用いて業務を別の事業所などで始める具体的な手順 

②バックアップデータでの業務から、通常方法での業務へ戻す場合の手順 
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＜ステップ８＞ 緊急対応手順の整理 

1 必要性 

 事業継続のための対応の発動が必要となる緊急時には、ステップ５で扱った安否確認や社内

の緊急連絡、また、ステップ６で扱った避難、二次災害の防止の他にも、多種多様な人命の安

全の確保や人的・物的被害の確認などの緊急対応を行い、人的・物的被害を最小限に留める必

要があります。 

 

２ 方法 

2.1 緊急対応に必要な項目と手順を整理する 

 社内だけでなく社外も含め、緊急対応に必要な項目を整理し、その対応手順も整理します。

また、そうした対応に必要な資源（ヒト・モノ・カネ・情報）についても事前に洗い出し、準

備しておきます。主な緊急対応に必要な項目には、以下のものが考えられますが、順番はこれ

に限らず、項目も変更・追加があるはずです。貴社の状況に応じて、変更・追加してください。 

 ① 災害対策本部設置の要否を判断し、必要な場合には、災害対策本部を設置する。 

 ② 火災や危険物の漏えいなど、二次災害の有無を確認し、必要な場合には、拡大を防止す

る。 

③ 事業所内外で延焼火災や危険物の拡散などが発生し、避難の必要がある場合には、予め

定められた場所、または、状況に応じて人命の安全を確保できる場所に避難する。 

④ 事業所内で火災や危険物の漏えいなどが発生した場合には、消防をはじめとする公的機

関に連絡する。 

⑤ 安否確認を実施する。来客の安否も確実に確認する。 

⑥ 傷病者や行方不明者、生き埋め者等が発生したら、捜索・救助し、応急手当のうえ医療

機関へ搬送する。必要なら消防等に支援を要請する。 

⑦ 物的被害を確認し、必要な場合には、施設を閉鎖したり、設備・機器等を緊急停止する。 

⑧ 収集した情報を災害対策本部に集約し、整理、分析、提示するなど、情報を管理する。 

⑨ 資源（ヒト・モノ・カネ）の調達や在庫の管理など、資源を管理する。 

⑩ 今後の活動計画を検討する。 

⑪ ステークホルダー（関係者）に、状況を報告する。 

 

2.2 緊急対応手順の確認 

 緊急対応に必要な項目ごとに、人的・物的な被害を最小限にとどめるような対応手順となっ

ているかを、改めてしっかりと確認し、必要に応じて修正します。 

 

2.3 対応手順を周知する 

 策定された緊急対応に必要な項目ごとの対応手順は、各担当者に対してまず配布や通知を行

い、各自が熟読する機会を設ける。役割確認の机上訓練を行うなどにより、十分に認識させる

ことが必要です。 

 

３ 留意事項 

 緊急対応を行う一方で、一定の期間ごとに、従業員をはじめ、関係会社や取引先、行政機関、

地域住民などに、被害状況と緊急対応の進捗状況について報告します。 
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［ステップ８］ 緊急対応手順の整理 

 

文書８－１(必須) 緊急対応に必要な項目と対応手順（様式例） 

緊急対応時の対応手順（その1） 

項目 情報収集、人命の安全の確保、二次災害の防止、情報管理、資源管理 

主担当  

手順 手順内容 担当 必要な資源 

□１    

□２    

□３    

□４    

□５    

□６    

□７    

□８    

□９    

□10    

 

説明：緊急対応に必要な項目ごとに様式を作成します。 

 

※緊急時の実際の対応においては手順1から行いますが、次の手順を実施するに当たり、前の

手順が完了している必要はありません。 

 

※二次災害の防止や傷病者の救護などは、緊急性の高いものから対応します。 
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＜ステップ９＞ 建物･設備の災害危険度の概略把握と多大な投資を要さない対策 

 

1 必要性 

1.1 地震対策  

日本全国どこでも震度6クラスの地震が発生する可能性があります。そこで、本ガイドでの

想定リスクを地震としないで始めた場合でも、地震の対策をまったく考慮していないと事業継

続に対する備えとして不十分と見られかねません。そこで、このステップでは、貴社が選んだ

想定リスクの種類を問わず、最低限の地震への対応は考慮しておくことをお勧めします。 

耐震補強には相当コストがかかるので、対策をあきらめたり先送りしたりしているかもしれ

ません。しかし、自社が地震にどの程度弱いかを知り、被害発生後の対応を準備するだけでも、

経営への影響をある程度緩和できます。 

また、地震で建物は無事であっても、設備が地震により動いて損傷すると復旧に時間がかか

ります。書棚、ロッカー等の什器などが倒れて、社員が下敷きになることも懸念されます。こ

れらの固定は、建物の耐震化に比べれば費用は小さくて済みます。 
 さらに、高層ビルの高層階では地上よりもかなり大きい揺れとなる可能性もありますので、そ

れを考慮した対策が重要です。 

 
1.2 水害対策 
 日本はまた、台風のリスクが多いことでも有名です。また、梅雨時期にも豪雨が発生します。

水害のリスクは建物の立地によるところが大きいわけですが、河川に隣接していなくても下水

道の逆流による都市型水害などにも留意が必要です。 
そこで、水害の危険が相当程度ある地域に事業所が立地している場合には、本ガイドでの想

定リスクを水害としないで始めた場合でも、最低限の水害への対応は考慮しておくことをお勧

めします。 

 

2 地震への対応の方法 

2.1 建物の耐震性の判断 

昭和 56 年(1981 年)6 月以前の建物（旧耐震基準により設計された建物）は、震度 5 強を超

える地震に耐えられると確認されていません。昭和 56 年以降については、震度 6 強の揺れに

耐えられる設計であることが確認されています。そこで、建物の建築時期を把握することによ

り、基本的な耐震性を確認すべきです。 
加えて、目視により、建物の大きなひびや傾き、構造に影響がありそうな破損がないかなど

のチェックをしてみることも有効です。そこで問題がありそうなら、他の建物よりも倒壊の危

険があると認識します。 
さらに詳しいチェックは、建築設計事務所や建設会社などに相談しますが、地震災害の懸念

が強い地域では行政の対応も熱心ですので、行政やその委託を受けた団体などが相談や情報提

供を行っていないか調べてみましょう。なお、すべての建物に詳しいチェックをすることの負

担が大きければ、第２部のステップ１０の重要業務の選定を行った後、重要業務に関係する建

物に対して詳しいチェックをするのも一つの方法です。 
 
2.2 耐震補強以外の有効な対応を実施する 

① 耐震性のある建物が別にある場合、そこに重要なデータや文書、危険物品等を移すよう
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努めます。 

② 耐震性の低い建物や状態の悪い建物を社員にも認識させ、そこでの避難訓練を充実させ

（即座に屋外避難し、倒壊は免れた場合でも余震による倒壊に注意する）、救助用器具を

手厚く配置し、さらに、後述の設備の固定を優先させることも検討します。 

 

2.3 簡易な耐震補強を実施する 

 最近、耐震性が不足している鉄筋コンクリートの建物について、本格的な補強ではないが、

柱が折れること、天井が落ちることを防ぐ補強をして、中にいる人間の生存空間が残るように

する考え方も広がっています。このような補強の場合、建物自体は実際に被災すれば建て直し

が必要になりますが、補強としてのコストは本格的な耐震補強に比べてかなり安く済みます。

人命の安全を図る観点から、一つの選択肢として検討することが有効でしょう。 

 

2.4 工場等の設備の固定する 

近年の大地震でも、工場の社屋が無事だが内部の設備が転倒したりずれたりして甚大な被害

が発生した例が相次いでいますので、是非、問題認識を持つべきです。 
工場等の製造機器、付帯設備などの設備(小さなものは除く)の固定は、その手法に専門的な

判断が必要な場合が多いので、設備メーカーや建設会社に相談することをお勧めします。固定

すると配置換えがしにくいため、慎重になる企業の事情もありそうですが、地震対策とどちら

を優先するか経営判断になります。配置が落ち着き次第、固定に取り組むといった考え方もあ

るかもしれません。なお、大規模な設備の固定は、建物の耐震補強よりは一般に安く済みます

が、費用が相当かかる場合もありますので、中期的な投資計画として進める必要があるかもし

れません。 
地震で転倒やずれが生じれば人命に関わる規模の設備・什器、あるいは深刻な損傷が発生す

れば事業復旧の大きな遅れの原因になる設備（大規模・重要設備）の固定は、社員の身体･生命

の安全の観点および事業継続の観点から検討が必要です。一方、これらの観点でさほど問題が

ない設備は、貴社の重要業務（詳しくは第２部のステップ１０を参照）の継続に必要な設備の

損傷を防ぐ意味で固定を検討するという考え方でよいでしょう。 
 
2.5 事務所内の什器、機器の固定する 

事務所などの中において、地震で書棚、ロッカーなど什器の下敷きになってケガをすること

を防ぐことの重要性は強く認識すべきです。大規模災害時には救急車は呼んでも来ることは期

待しにくいですし、エレベータも使えない可能性が高いので、救出・搬送などの対処は大変で

す。事業継続の対応どころではなくなってしまうかもしれません。 
オフィスの書棚等の固定については、ビルの階数によっても必要な程度が異なり、一般に、

高層ビルの上層階になると、その分横揺れの幅が大きくなる懸念があります。固定する壁や床、

そして固定器具の強さにも要求水準が異なってきますので、留意が必要です。什器のガラス飛

散防止なども検討することが望まれます。 
 また、ステップ７でデータの面から触れましたが、多くのパソコンがつながり、データベー

ス機能を持つサーバー等のシステムの中核設備は、地震に備え固定の必要性を十分考慮すべき

でしょう。 
最近、具体的に様々な有効な方法が導入されていますので、まず情報を集めることをお勧め

します。事務機器やＩＴ機器のメーカー、一部の建設会社等が有効な固定の方法を提案してい
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ます。 
なお、什器の固定は、まず、社員の身体･生命の安全の観点で検討すべきですが（2.4 の大規

模・重要設備に加えて検討）、その観点でさほど問題がないものは、貴社の重要業務の継続に支

障がないように検討するという考え方でよいでしょう。 
 
2.6 在庫の崩落の防止する 
 社内に保管している在庫が崩れることを防ぐため、日ごろから積み上げの方法などに留意し

ておく必要があります。 
 
3 水害への対応の方法 

優先的に対処するリスクに水害を選んだ場合、水害の危険がある区域については自治体から

被害想定（ハザードマップ等）が発表されている場合が増えており、それらをまず参考にしま

す。一般に水害の危険性のあるのは、河川や海岸沿いの低地ですが、通常水害の心配のない地

域でも、都市型水害として、下水の逆流による浸水で地下室の設備の水没のリスクが指摘され

ていますので、留意が必要です。 
危険地域に事業所があるときは、製造機器、電源関連機器、製品在庫などが水害にあわない

よう、設置場所を嵩上げする、２階に移すなどの対策を講じるのが選択肢のひとつです。また、

地上階と地下階を持つ場合には、地下階の用途は水害の影響が少ないものとすべきでしょう。

さらに、地下階では、浸水防止の対策を十分にとるとともに、危険な場合に速やかに避難でき

るように、平時に避難誘導の経路確認や訓練を行っておくことが求められます。 
なお、これら水害の対策は、全ての機器等に対して行うのは難しいので、貴社の重要業務の

継続に支障がないように検討するという考え方でよいでしょう。 
 

4 留意事項 

4.1 社員の自宅の安全 

災害・事故時、社員の家族が無事でなければ社員は働けませんので、事業継続にも大きな意

味を持ちます。そこで、家具の転倒防止を積極的に勧め、住宅の耐震診断や耐震改修の情報提

供なども推奨されます。これらを企業として支援する価値は大きいと考えられます。 
 

4.2 本ステップの対策への取組みの考え方 

 このステップで必要性が認識された対策には、すぐに対処することが難しく、順次、場合に

よっては数年にわたって計画的に実施する必要があるものも多いと考えられます。したがって、

このステップにおける対策のうち、中期的に実施していくことが必要なものについては、対策

の実施計画の策定が済み、計画に従って対策に着手ができれば、次のステップに進んでくださ

い。 
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［ステップ９様式］ 建物･設備の災害危険度の概略把握と多大な投資を要さない対策 
 

文書 9-1(必須) 建物の耐震性に関する状況把握(様式例) 

施 設 名 構造・階数 建築時期 

（年･月） 

Ｓ56 年 6 月

以前か？ 

耐震診断・補強の有

無（その結果） 

目視による異常（異

常の内容） 

耐震性診断・工事の当

面の予定・検討状況 

社屋Ａ棟 鉄筋コンクリ

ート３階建 

Ｓ５０年４

月 

以前 未実施 有り（はりに亀裂） あり 

未定 

工場Ａ棟       

       

       

説明：①貴社の建物の耐震性を建築時期や耐震補強の履歴などから整理します。建築時期不明の場合、昭和 56 年以前と同様に扱います。 

②目視による建物の大きなひび、傾き、構造に影響がありそうな破損の有無もチェックします。 

 

文書 9-2(大規模重要設備：必須、他：重要) 設備、什器、機器の地震、浸水等の対策状況一覧(様式例) 

場  所 設 備 名 震災対策の必要性、実施す

べき内容 

浸水対策の必要性、実施す

べき内容 

他の対策・・・・ 

製造機械Ｃ 固定が必要・未実施 高台のため基本的に不要  

    

工場Ａ棟 

    

社屋Ｂ棟 サーバーＤ    

説明：①建物ごとに、主要な設備の耐震対策（固定など）、浸水対策その他の対策について、必要性の評価、実施すべき内容を整理します。 

②ここで大規模・重要設備とは、地震で転倒やずれが生じれば人命に関わる規模の設備・什器、あるいは、深刻な損傷が発生すれ

ば事業復旧の大きな遅れの原因になる設備を意味します。 

③耐震固定については、社員の生命･身体の安全のために全ての大規模設備に検討すべきですが、その他の対策については、重要業

務（詳しくは第２部ステップ１０参照）に必要なものについて対策を行うのでよいでしょう。 

 

文書 9-3(推奨) 費用のさほどかからない建物対策、設備対策の実施計画(形式は任意) 

  説明：建物や設備に対する費用のさほどかからない耐震対策(例：本文参照)や水害対策（立地上必要な場合）を検討し、必要に応じて実

施計画を策定することが推奨されます。 
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◇第１部のまとめ ～内容更新の確認と訓練･見直しの勧め 

 

１．第１部のまとめの趣旨 

以上で第１部は終了です。この段階では、貴社はまだＢＣＰを策定したとまではいえませ

んが、ＢＣＰに向けた必要性の高い基礎的な防災対策に取り組んだということができ、貴社

が災害･事故にあった場合の事業継続のできる可能性は着実に高まったといえます。貴社に事

業継続の連携･協力を求めている取引先企業からも、着実な進歩が十分評価されるはずです。 

 

さて、このまとめの段階で強調したいのは、策定成果の更新と訓練・見直しです。以上の

各ステップでも必要に応じ記述しましたが、各ステップで策定した成果は、放置すれば内容

が古くなって万一の場合に役立ちにくくなってしまいます。また、実際に訓練を行ってみて、

本当に機能するものであるかを確認し、見直すことも大変重要です。 

 

２．更新と訓練･見直しに関する確認 

第２部に進む前に、第１部で策定した内容について、必要な更新ができる体制が社内でと

れているかを必ずチェックしてください。しっかりと更新をしていけることは、貴社に基礎

的な防災対策が定着していることを示すもので、高く評価できます。 

さらに、貴社の防災訓練の時期なども考慮して、これまでの各ステップの成果を訓練し、

有効性を確かめる機会を必ず持ってください（訓練の具体的な方法については、必要に応じ、

第３部の「ステップ２７ ＢＣＰの訓練と見直し」を参照してください）。そして、問題点が

明らかになれば、その修正、見直しを確実に行ってください。もし、訓練の実施時期の前に

第２部に入ったとしても、後で訓練により問題点が明らかになった場合には、第１部の内容

の修正、見直しを優先してください。 

 その結果を踏まえて対策内容や対応ルールを修正し、それら全体を経営者に報告し、全般

的な見直しの方針を打ち出すこととなります。 

 

 

 


